
医療対策拠点における東京ＤＭＡＴ隊員による支援活動について 

Ⅰ 経 緯 

  Ⅲ 今後の取組 

  

 〇東京ＤＭＡＴ指定病院に所属する東京ＤＭＡＴ隊員による医療対策拠点支援活動を実

現するため、教育体制を構築する。 

 〇研修内容・方法については、「活動・教育小委員会」で検討 

 

 

 

 ・現行の制度との整合性等が図られるよう、関係要綱を改正 

 【主な改正内容】  

   医療対策拠点における地域災害医療Coへの支援について明文化 

   ⇒ ・既存の活動と医療対策拠点支援活動との明確な区分け  

      ・東京ＤＭＡＴ有資格者による医療対策拠点（自院 ・ 他院） 

      の支援 

  

・医療対策拠点での支援活動を想定した訓練に 

 おいて様式を検証し、所要の変更を実施 

 

 

・次回改定時に医療対策拠点での支援活動を盛り込む 

１ 要綱の改正 

２ 災害時医療救護活動ガイドラインの改定 

３ 諸連絡等の様式の見直し 

・養成研修に必要項目の追加 

・都が実施する図上訓練等での演習の実施 

・上記研修を修了した東京ＤＭＡＴのインストラクターによる院内研修での補充教養 等 

Ⅱ 検討 「医療対策拠点の地域災害医療コーディネーターを支援する方策の検討」 

 

・地域災害医療Coを補佐するスタッフ 

 の確保 

平成31年度 平成32年度以降

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

企画・調整小委員会

運営協議会 東京ＤＭＡＴ運営協議会

災害医療協議会 災害医療協議会
東京ＤＭＡＴ小委員会（企画調整・活動教育）

災害医療図上訓練（2月まで） 要綱改正

平成30年度（予定）

体制確立
医療救護ガイド
ラインの改定等

【医療対策拠点における課題】 

 ４ 教育の検討 

【スケジュール案】 

医療対策拠点の充実強化を図るため、東京ＤＭＡＴの活用を検討 

・医療対策拠点の役割は多く、地域 

 災害医療Coが一人で統括・調整を 

 行うことは困難 

【支援に向けた検討のポイント】 

・特にフェーズ0から1の発災直後 

 には、院内外からの支援が困難 

 

 

・参集のための移動手段の確保が必要 

 

・補佐スタッフは都の地理的特性や災 

 害医療体制への理解が必須 

④災害医療Co等の連絡調整

・圏域内の医療救護活動方針のほか、他圏域からの傷

病者の受入、他圏域への医療チームの派遣等につい

て、都Ｃｏ・他の地域Ｃｏと調整

・区市町村Ｃｏに専門的な助言

⑤日本ＤＭＡＴの指揮・調整

・参集した日本ＤＭＡＴの指揮及び調整

・日本ＤＭＡＴ活動方針の策定

①圏域内の情報収集

・圏域内の人的・物的被害の状況、都や区市町村の

医療情報を集約

地域災害医療コーディネーター

統括ＤＭＡＴ登録者

②医療チームの配分調整

・都の医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班、都内

協力医療チーム及び全国から参集する応援医療チー

ムを区市町村や災害拠点病院に配分調整

③傷病者を受け入れる病院の確保

・傷病者を受け入れる病院を、他の医療対策拠点、圏

域内の災害拠点病院等から確保

・被災地での救助活動の状況、医療救護所等で展

開される医療を勘案した効果的な配分について

の判断力

補佐スタッフに求められる要素

・都内の災害拠点病院等の指定状況や、周辺の地

理的特性などの理解

・都の災害医療体制や医療資源、地理的特性等の

理解

・発災直後から超急性期においてニーズの高い医

療支援の理解

・災害時の全般的な情報収集力

・日本ＤＭＡTの体制・活動等の理解

○東京の救急災害医療の仕組を熟知

○東京の地理的特性（地理・道路・医療機

関の配置）と医療状況（救命センター、

災害拠点病院等の配置、被害想定に照ら

した医療ニーズの予測）を熟知

○研修・訓練、活動を通じて、現場医療へ

の深い理解

○東京ＤＭＡＴカーによる迅速な出動が可能
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被害が大きい地域の
基幹災害拠点病院

地域災害拠点中核病院

支援が必要な医療対策拠点

東京DMATによる支援活動

地域災害医療Ｃｏ

↑ 支援

東京DMAT（自院・他院）

④ 支援者の派遣依頼

① 医療対策拠点の人的支援の要否を確認・報告

② 支援の可否確認

③ 支援の可否、 可能な

チーム数を報告

⑤ ＤＭＡＴカーで
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東京ＤＭＡＴ隊員における支援活動のイメージ 

（下記協議会の資料一部改変） 

平成３０年度第１回 東京DMAT運営協議会  

平成３０年度第１回 東京都災害医療協議会 

H27. 3.27 災害医療協議会
・医療対策拠点の役割が多い。少ない人数で機能す
　るためには事前教育が重要。

H28. 3.28
東京ＤＭＡＴ
運営協議会

・地域災害医療コーディネーターとしても、東京Ｄ
　ＭＡＴ有資格者が医療対策拠点に入ってもらうこ
　とは有効と考える。
・大規模災害時の東京ＤＭＡＴの活動の検討では、
　災害医療協議会や災害医療コーディネーター部会
　等で全体の仕組みづくりを検討いただきたい。

H29. 5.15
災害医療コーディ
ネーター部会

・医療対策拠点は現状の人員体制では大変厳しい。
　運営体制の強化について、踏み込んだ検討が必要。

H29. 7.24 災害医療協議会
・医療対策拠点の運営スタッフの役割が増している。
　また、運営スタッフの確保と育成が大事。

H29.11.12
H29.12.17
H30. 1.21
H30. 2. 4

図上訓練
・南多摩
・区南部
・区東北部
・区西部

【圏域の主な意見】
　医療対策拠点は人手が足りない。即戦力のある要
　員のサポートが必要。
【講師総括】
　拠点を支える人的資源が不足している

H30. 4.23
災害医療コーディ
ネーター部会

・複数回の図上訓練の結果、フェーズ０期～１期の
　医療対策拠点の体制では大変厳しい状況になりそ
　うだということがわかった。

H30. 6.22
東京ＤＭＡＴ
企画・調整小委員会

・東京ＤＭＡＴが医療対策拠点を支援するのは非常
　に有効。
・医療対策拠点に被害が小さい地域の病院から応援
　に来る仕組は効果的。
・自院の東京ＤＭＡＴ隊員が医療対策拠点を支援す
　ることも併せて必要。

H30. 7.17
東京ＤＭＡＴ
運営協議会

・基幹の災害基幹病院が被害を被っている場合に、
　コーディネーターの代わり、もしくはサポートす
　る人員というのは、非常に大切である。
・まず自院の東京ＤＭＡＴ資格者を地域災害医療コ
　ーディネーターのサポートに入れるようにすると
　いうのが、第一に必要なことである。
・東京ＤＭＡＴ隊員に対する教育の必要性につい
　て、災害対応をすることを勉強しており、訓練や
　院内の災害医療対応等に接していれば、自ずとで
　きるようになるのがなるのが普通であって、特別
　に集めて教育をするシステムを作る必要はない。

H30. 9.10 災害医療協議会

・今年３月に、都立広尾病院の訓練を見学したが、
　多摩地区から地域災害医療コーディネーターの東
　京ＤＭＡＴ隊員が、医療対策拠点支援に来たが、
　活動が見違えるようにスムーズに流れていた。医
　療対策拠点における地域災害医療コーディネータ
　ーの支援が役に立つということを肌で感じた。

　１　医療対策拠点に係る会議等での意見
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